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および裁決のあ った場合の報告について定めてある。 また船舶

事故には至らないが， 事故防止上必要と思われる事例または重

大事故に至る素因を含んでいるものをし異常事例1 と呼び，こ

れの取扱いについても規定している。(杉山邦彦)

せんぱくじゅんしゅうにゅう 船舶純収入 日本固有鉄

道が経営している海上輸送は，主として陵 l 輸送と海上を結ぶ

ために設けられたもので，要するに連絡船としての役割を果た

している。その所有している航路は，青函船舶鉄道管理局の所

管となる青森・函館間航路(営業キロ程 113 . 0km，荷物および貨

物の運賃計算キロ程 300 . Okm) , 四 IJ!I鉄道管周!局所管となる宇

野・ 高松間航路(営業キロ 程 18. 0 km ， (.Jj物および貨物の運貨店 |

算キロ程 50.0km) および広島鉄道管理局の所管となる仁方 ・

9目江間航路(営業キ ロ程 70.0km，荷物運賃計算キロ程 250 km)

大畠・小松港間航路(常業キ ロ程 3.0km，荷物運賃wn:キロ程

15. Okm) ，宮島口・宮島問航路(予t業キ ロ程1. Okm，荷物およ

び貨物の運賃計算ーキ ロ程 10 . 0 km) である。

船舶純収入は，これら 5 航路であげる運輸収入と，ふ (t阜)頭

施設等によりあげる雑収および小待築港(札桃鉄道管理局の所

管) ・ 下関港(広島鉄道管理局の所管)のふ頭純設のみであげる

雑収からな っている。会計上の手続は .取扱収入 ・ *鉄道純

収入・*白動車純収入の部において解説した とおり，運輸収入

の局または支社における鉄道収入の決算額は， i'J局または自支

社の取扱収入から，その所管する自動車線の純収入を娠替繋.l!Il

されたものである。したがって船舶純収入となるものについて

は，発生箇所の鉄道収入に含まれているが， 会計上の事務の繁

雑を避けるために，それらの箇所においては仮借手続を行な っ

ていない。純収入は，運輸収入の郵便物運賃を除き，統計部門

において別に決める手法(船鮒純収入のよ ITI 方の法準 とし て次

に解説する。)により計算することとし，これにより本社の審育

担当箇所において鉄道収入の当該科目から船舶の?を科日に振容

整理を行なって隙定する。

次に船舶純収入を決労務理する科 Uについては，

船舶収入(款)

項

船舶旅客収入

11 I 項 I 11 

! 船舶貨物収入 !
定 期外運賃小口敏運賃

定 WI 運賃 ! 'F 級迎貨
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とか らな り，わく内のものが運輸収入である。

船舶純収入の計算方の基準

旅客についての運賃制度は，鉄道(自動車を合む。)に対して Üf

算制(常業キロ程を通算しないで，それぞれの運賃を計算する

こと 。)であり， 言い替えれば航路運賃として別に設定されてい

る。また小荷物および貨物については鉄道( ，'，動車)に対して通

算1t;1j (鉄道の営業キロ 程に航路の荷物およびfí:物怪'楽キロ程を

通算して一本の運賃を計算すること 。 ) である。しかし ， これら

を精細に計算して，純収入を求めることは，事務を繁雑にする

ので，次のような計算方がとられている。

l 船舶旅客収入

(1) 定期外運賃

ア純運賃

駅および局または審究狽当箇所で作成する定}例外旅客に対す

る収入帳~ならびに， それらに行先続出等を幣理せず，一括監

理されているものについては，原券(団体乗車券 ・貸11)乗車券・

特別納充券等)により，航路別の輸送人員を計算する。ただし，

その輸送人員の等級は ， 1 等旅客を船内において上級乗換変更

後の実績を調ft し，前記の輸送人員から，この l 等旅客を差し

iJ I~ 、て 2 等旅客を計算する。

純収入の計算ーは， この等級別の愉送人員に，それぞれの銅船

連繍収入計算基本車(旅客)を乗じて計算する。

(/1:) 1 収入帳票とは，駅および局または支社の審査担当

街所で発生する運輸収入を幣理する帳票をいい，この場合乗車

券m'l甫充券数量運賃表 ・ 周遊券発売 日報 ・ 駐街軍後払旅客賃

旬報学をし、う。

2 船舶運輸収入}，~本車(旅'存)とは ， Yh't調査により乗船す

る旅存を等級別，大人・小児íJlJに普通旅客と吉I)iJl旅客(割引率

引))に分けて愉送人員を調布し，この絵理された人員により収

受した船骨lÌ運賃を計算して.等級別の 1 人平均運賃にしたもの

をいう 。

イ料金

船舶料金の設定は ， -，吋'f :lt森正 ' 1函頚向飢i:O~間a勘が航晶rL路の臨船i砿納l寝台料金 (札l 等

のみ。0 ) および班船i舶叫仲，

別船!席常料金がある 。 これらの純収入は，収入帳票にぷづき取扱

収入を計算し純収入とす る。

(2) 定j切運賃

船舶で定WJ巡貨の設定がある航路は，宇野 ・ 高松間，大畠 ・

小松港問およ び宮島 口・ 宮島問の 3 航路である。 まず定期運賃

の発売街iを，乗車券簿 ・ 補充券数量運賃表に法づき航路別， 通

用 WJl Hl íJ lJおよび等級別に計算し，この発売:'K(iを次による月害IJ計

算を行なって純収入とする。

定期運賃の月割純収入は，本計において集計された船路別，

通用WJ閉別の発先制を通用 WJ聞の各月に繰り延べて計算する 。

ただし，会計 | ーの月次における手続は，さきの発売買Hにより鉄

道収入(款)の鉄道旅客収入(項) ・ 定WJ運賃( 目) から船舶収入の

該当利 11 への仮住整理を行ない，年度末において鉄道収入およ

び1' ， 動市収入と I百l係に，さきの月 ;>;IJ :t I'nLの過程で当年度から

次年度の各月に繰り延べられた収入の合討を米経過収入として，

船舶収入(款)の船舶旅客収入(項)・定WJ運賃(日)から短期負債

の前受金(款・項) ・ 旅宥:ïìÎ j受(円)に娠骨盤埋を行な っ て，次年

度の純収入とする。

(3) 手小荷物j'H賃

船舶による荷物の輸送は，船そう fJ~みと荷物車(または代用

1'1>10 の航送によって行なわれている。その輸送個数は，船内

においてはあくできるものは，その実績を，締切車の分は荷物

受佼証等により計算される。手小荷物運賃の純収入は，この輸

送個数(手荷物 ・ 小荷物および特別扱新聞紙 ・ 向雑誌別)に ， 実

績調1'i_によりíJlJに定めた船舶運輸収入計算基本率(荷物)を乗じ

てHTI:する。(IJ:) 船舶運輸収入計算基本率(荷物) と は，調査

JUl間中の輸送が航路にかかわる手荷物切符・小荷物切符および

新聞紙・雑誌の託送者に悲づき経山航路別に運賃および個キロ

を f.1"l'):して ， li闘 1 キロ 当 りの収入から航路1iI回当りの収入を

計算したものである 。

(4) 郵便物巡賃

船舶による郵使物の輸i還は， 郵使船主または郵便事お よ びそ

の代m貨車の航送によって行なわれる。その運賃は，郵政協定

により航jき車の場合は鉄道と同僚に 1 車 1 キロ当り，郵便船室

の場合は 1 日のj!ll賃要求航海回数と 1 航海当 りの運賃を設定し，
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